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平成 23年 2月 17日
年金局企業年金国民年金基金課

厚生年金基金及び企業年金連合会における国の被保険者記録との

突き合わせの実施状況について (平成22年 6月 末時点 )
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1 厚生年金基金は、厚生年金の一部を国に代わって支給するとともに、さらに企業の実情に応 じ i
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た独 自の上乗せ給付 を行 うことにより、従業員に対 してよ り手厚い老後所得を保障す ることを 目 |
的 として企業が設立 したものである。また、企業年金連合会は、その業務 として、厚生年金基金  |
を転退職 した加入員や解散厚生年金基金加入員に対 し、年金給付を行つている。         |

厚生年金基金及び企業年金連合会 (以 下 「基金等」 とい う。)は、国の被保険者記録の提供 を

受け、現在、 自らが保有す る加入員記録 との突き合わせ を実施 している。

(注)突き合わせ項目は、基礎年金番号、生年月日、加入員期間、標準報酬月額、標準賞与額等。

今般、王威四庄劇敗樹勘隷 こおける記録突き合わせの実施状況について、確認 した結果は次の

とお りである。

(注 )現存する厚生年金基金の うち、解散又は代行返上を予定 している基金を除いた599基金 (前 回

報告より1基金減少)分 と企業年金連合会分を集計。

○基金等における記録の突き合わせの実施状況の集計結果 (詳細は別紙)

(前回報告:平成22年3月 末時点)      (今 回報告:平成22年 6月 末時点)

延べ 3,737万人    →   延べ 3,731万人

(▲ 6万人 )

1基金等における記録の実

き合わせ対象人数

2突き合わせの実施状況

①記録整備が完了した人数

(内訳)

ア 記録が一致 した人数

イ 記録の不一致が見つか り

②記録整備中の人数

(内訳)

ア 調査確認中の人数

イ 基金番号相違等により国の

被保険者記録が未回付の人数

延べ 3,331万人 (89.3%)

延べ 3,315万人 (88.9%)

延べ   15万人 (0.4%)

延べ  400万人 (10.7%)

76.9%   →   79.7%

352基金 (58.7%)→ 390基金 (65.1%)
(+38基金 )

延べ L翌 1万人

(+30万人)

延べ 3,292万 人
(+23万人)

9万人

  (+6万 人)

延 ベ

延べ  436万人

  (▲ 36万人)

→  延べ  344万人(9.2%)

(▲ 23万人 )

→   延 べ   56万 人 (1.5%)
(▲ 13万人 )

〈「①記録整備が完了した人数」の厚生年金基金及び企業年金連合会別の内訳〉

ア 厚 生 年 金 基 金 の 対 象 人 数 (延べ 857万 人 )に 占 め る  揃 回報告 :平成22年期 末時点)(今回報告:平成22年 6月 末時点)

延べ  367万人

延べ   69万人

記録整備が完了した人数 (延べ684万人の割合)

(注 )記録整備が完了した人数の割合
80%以上となつている基金

イ 企業年金連合会の対象人数 (延べ2,873万人)に 占める
記録整備が完了した人数 (延べ2,647万人)
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○基金等における記録の突き合わせの実施状況の集計結果 (平成22年6月 末時点)

内 訳   (注3)(注4)(注 5)
全体 厚生年金基金 企業年金連合会

延ヽ 人数|■ |1害 11合 |1増
‐
減数 延べ人数 1 割合 1 増減数 延ぺ人数  1 割合 1 増減数

突きイ
(A

わせ対象人数 (厚生年金基金及び企業年金連合会において記録を保有している人数)

+(3)+(C)+(D) 1:11‐1～
37.0■ 7万1人| ▲ 6.6万 人

(8608万人〕

857.4フ 5ノk ▲ 34万人

(2,876.5万人)

2,873.3フ 5A ▲ 32万メ

記録整備完了人数 (突き合わせの結果に基づき記録整備が完了した人数)(A)十 (B) 」::I嘉r
(00,0%).

10910%‐ +29.|フ 5レヽ

(6622万人|

683.7フ5A

(769%)

79.7% +215フラン`

(2,6387万 人)

2,646.8フ5AI

(91.7%)

92.1% +8175りヽ

記録一致人数 (突き合わせの結果、記録が完全に一致していた人数)(A)
:lliI:[賀

(3● 1%)
|■ |■●■●
18819% 1210万 人

(6532万人)

668.8万 人

(759%)

78.0% +156万人

(2,6387万 人)

2,646.5フ5A

(91 7%)

92.1% +78フ5ジk

言丁正人数 (突き合わせの結果、不一致が見つかり正しい記録に訂正が完了した人数)(B) ぽ獄
(012%)

0:4% 102万人

(9.0万 人|

149万人

(10%)

1.7% +59万人

(0.0万 人)

0.3万人 |

(00%)

0.0% +03フラン`

①厚生年金基金及び企業年金連合会で記録を訂正した人数(注 6)

II語賀 +60万 人

(89万人〕

14.6万 人 +57フ5ノ｀

(00万人)

0.3万人 | +03万 人

②日本年金機構で記録を訂正した人数(注 6) 腫だL tO●万人

(01万人〕

0.3万 人 +02フ5ノヽ

(00万人)

0.1万人 +01万 人

記録撃備中の人数(注7)(C)+(D) ∬勇賀
017り

11017% 本1001万 パ

(1986万人)

173.7万 人

(231%)

20.3% ▲ 249万人

(2378万 人)

226.5フ5ノk

鋤
　
鰯

０
　
７ ▲ 113万メ

調査確認中の人数 (厚生年金基金等において調査確認している人数)(C)
:lTl:貨

鯛一螂 412?p万人

(1813万人〕

154.5万 人

(21.1%)

18.0% ▲ 268万メ

(185.7万 人)

189.6万 人 |

(65%)

6.6% +39万 人

基金番号相違等により国の被保険者記録が未回付の人数 (注8)(D)
|!:|[賀

(119%)

1:5%| 4113.2万 メ

(172万人)

19.1万 人

(20%)

2.2% ■19万 人

(52.1万人)

37.0万 人

(1.8%)

1.3% ▲ 151万人

(注 1)平成22年 6月 末に現存する厚生年金基金のうち、解散又は代行返上を予定している基金を除いた599基金分を集計。

(注2)人数は千人未満は四捨五入のため厚生年金基金と企業年金連合会を足しても全体の人数にならない場合がある。

(注3)上段()内 は前回3月 末時点の実施状況を計上。

(注4)割合は突き合わせ対象人数に対する割合を計上。

(注5)増減数は前回 (3月 末)からの増減数を計上。

(注6)上記①、②については、両方に該当する者がある。

(注7)記録整備中人数については、今後、調査確認を行い、記録整備完了人数に計上されていくものである。

(注8)厚生年金基金及び企業年金連合会で記録を保有しているにもかかわらず、基金番号相違等により被保険者記録が未回付である人数。
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厚生年金基金数 6 ０
４ 9 ０

４ 199 187(注2) 5 600

(注 1) 記録整備完了割合の 「0～ 10%は 、o%を超え1%未満」
(注 2) 記録整備完了割合 「90～ loo%」 には企業年金連合会

である。その他はそれぞれ 「〇%以上〇%未満」である。
(92.1%)を 含んでいる。

厚生年金基金数

(企業年金連合会含む)

250

突き合わせの記録整イ
(厚生年金基金 (599基金分

記録整備完了割合別基金数
)と企業年金連合会を集計)

鰯基金数 (3月 末分 )

■基金数 (6月 末分 )

208→ 199基金
141→ 187基金

(連合会:92.1%含む)

糀
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14→12基金

0´V10% 10～ 20%   20～ 30%   30～40%

4→5基金

…

…

…n

80-90%   90-100%     100%

突き合わせの記録整備完了割合

13→ 11基金

79→ 74基金

22→6基金       41→ 31基金 21→ 25基金 31→ 28基金

」剰γl恣:線…
40～ 50%   50～ 60%   60～ 70%   70～ 80%



参考資料

国|の1記録と1厚1生1年1金1基金1等|の1記1録との1突1合|せにういて‐

<概要 >

○ 国の記録と厚生年金基金田企業年金連合会 (以下、厚生年金基金等)の記録の双
方の整合性を図るため、平成21年 3月 より社会保険庁 (現日本年金機構)から厚生

年金基金等に対して、被保険者等の記録の提供を行い、突合せを実施している。

・ 日本年金機構から記録の提供を受けた企業年金連合会は、企業年金連合会分と
厚生年金基金分の仕分けを行い、厚生年金基金に対し、被保険者等の記録の提供
を行う。(平成22年 1月 に完了)

]記録の提供を受けた厚生年金基金等においては、記録の突合せを行つた結果、双
方の記録が不一致の場合には、必要な調査・事業主等に対する確認等を行い、更に

要すれば日本年金機構に対して調査依頼を行う。

く参考 :国の記録と厚生年金基金等の記録との突合せ (概略図)>
厚生年金基金 企業年金連合会 日本年金機構

1 社会保険庁 (現 日本年金機構)に  |
: おいて基金の加入記録を有する被  :

tヽ

保険者等の記録を抽出
      リ

被保険者等の記録を提供

(平成21年3月 ～平成21年 12月 )

1被保険者等の記録を基金分と連合
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1被保険者等の記録と連合会の加入

1員等の記録を突合せ
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突合せ の結果 、国 と基金

の記録が一致。

または、記録 の不一致が

あったが、加入員等 の記録

に誤 りがあつた と判断
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■   日本年金機構による調査
加入員等の記録が適正又は不明であると判的

(注 1)突合せ項目は、次の通り

①基礎年金番号、②氏名、③生年月日、④性別、⑤異動年月日、⑥種別、⑦異動原因(取得、月・算定・喪失)、 ③標準報酬月額及び標準賞与額




